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  告　　　　　示  

山形県告示第 １号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第 ２号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の５第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第 ３号

　知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条の５第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廃止年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成17.11.30訪 問 介 護

ケアステーション21天童支店（株式会社

東北福祉サービス）

天童市中里七丁目３番13号

株式会社東北福祉サービス

天童市大字清池38番地３

同        4.30訪 問 入 浴 介 護

株式会社コムスン　山形南ケアセンター

山形市前田町16番18号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番

１号

同       12. 9訪 問 入 浴 介 護
株式会社サン企画

東根市神町南二丁目６番23号

株式会社サン企画

東根市神町南二丁目６番23号

同       11.30福 祉 用 具 貸 与
アインクサービス　いばらき

村山市大字白鳥3920番地

有限会社いばらき呉服店

村山市大字白鳥3920番地

指定年月日
　知 的 障 害 者 居 宅　

　支 援 の 種 類　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成17.11.28地 域 生 活 援 助

希望が丘河北第２グループ

ホーム

西村山郡河北町谷地中央三

丁目13番地の13

社会福祉法人山形県社会福

祉事業団

山形市緑町一丁目９番30号

指定年月日
　知 的 障 害 者 居 宅　

　支 援 の 種 類　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成17.12.22知 的 障 害 者 居 宅 介 護

カイセイ居宅介護事業所

最上郡金山町大字金山364番

地

有限会社　カイセイカンパ

ニー

最上郡金山町大字金山364番

地
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山形県告示第 ４号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の10第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第 ５号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営土地改良（紅はなの丘地区　広域営農

団地農道整備事業）事業計画を変更したので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営土地改良（紅はなの丘地区　広域営農団地農道整備事業）事業変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　山形市役所、上山市役所、山辺町役場、中山町役場、寒河江市役所、朝日町役場、大江町役場、南陽市役所、

白鷹町役場

３　縦覧に供する期間

　　平成18年１月20日から同年２月17日まで

４　その他

　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第 ６号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により県営日向上流地区土地改良事業に係る換地計

画を定めたので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　縦覧に供する書類の名称

　　換地計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　酒田市役所

３　縦覧に供する期間

　　平成18年１月10日から同年２月７日まで

４　その他

　この決定に不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に異議申立てをすること

ができる。

　この処分については、取消しの訴えを提起することはできず、上記の異議申立てに対してのみ、山形県を被告

として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、決定があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に、取消しの訴えを提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日　児童居宅宅支援の種類事業所の名称及び所在地
指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成17.12.22児 童 居 宅 介 護

カイセイ居宅介護事業所

最上郡金山町大字金山364番

地

有限会社　カイセイカンパ

ニー

最上郡金山町大字金山364番

地
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山形県告示第７号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、同条第１項の規定に基づき天童市から送付の

あった都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　山形広域都市計画地区計画

　(2) 名　称　成生金谷地区地区計画

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第８号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第２項の規定により、同条第１項の規定に基づき天童市から送付の

あった都市計画の図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　山形広域都市計画地区計画

　(2) 名　称　乱川山神地区地区計画

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第９号

　山形県県営住宅条例（昭和37年３月県条例第23号）第11条第２項及び第３項の規定により、公営住宅法施行令

（昭和26年政令第240号）第２条第１項第４号に規定する数値（以下「利便性係数」という｡）及び同条例第11条第

１項ただし書に規定する近傍同種の住宅の家賃を次のように定め､平成18年４月１日から施行し､平成17年１月県告

示第46号（県営住宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の家賃）は､平成18年３月31日限りで廃止する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

摘　　　　要
近傍同種の

住宅の家賃
利便性係数

１戸当たり

住戸専用面積
住　　　　宅　　　　名

円平方メートル

20,0000.9544.4県営鈴川第２アパート１号

風呂無し20,0000.91

19,4000.9544.4県営鈴川第２アパート２号

風呂無し19,4000.91

20,0000.9544.4県営鈴川第２アパート３号

風呂無し20,0000.91

20,0000.9544.4県営鈴川第２アパート４号

風呂無し20,0000.91

19,4000.9544.4県営鈴川第２アパート５号

風呂無し19,4000.91

26,4000.9651.2県営五十鈴アパート１号

風呂無し26,4000.92

26,4000.9651.2県営五十鈴アパート２号

風呂無し26,4000.92

26,4000.9651.2県営五十鈴アパート３号

風呂無し26,4000.92

32,6000.8953.5県営飯塚アパート１号
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風呂無し32,6000.85

32,6000.8953.5県営飯塚アパート２号

風呂無し32,6000.85

51,4000.9349.6県営南山形アパート１号

61,5000.9363.1 

51,2000.9349.6県営南山形アパート２号

61,0000.9363.1 

65,6000.9351.3県営南山形アパート３号

77,8000.9364.8 

16,0000.9039.9県営南山形アパート４号

65,6000.9351.3県営南山形アパート５号

77,8000.9364.8 

35,6000.9559.3県営馬見ケ崎アパート１号

35,6000.9559.3県営馬見ケ崎アパート２号

42,0000.9657.1県営桧町アパート１号

43,0000.9658.4 

46,5000.9663.9 

51,3000.9671.5 

42,9000.9661.0県営桧町アパート２号

44,8000.9664.2 

43,5000.9766.5県営宮町アパート１号

46,0000.9766.5県営宮町アパート２号

45,6000.9762.6県営宮町アパート３号

46,1000.9764.2 

46,2000.9762.6県営宮町アパート４号

46,7000.9764.2 

45,3000.9662.6県営深町アパート１号

45,9000.9664.2 

44,9000.9662.6県営深町アパート２号

45,5000.9664.2 

44,9000.9662.6県営深町アパート３号

45,5000.9664.2 

42,8000.9662.6県営深町アパート４号

43,3000.9664.2 

70,9000.9966.5県営きたまちアパート１号

78,2000.9969.9 

81,3000.9973.1 

70,9000.9966.5県営きたまちアパート２号

78,2000.9969.9 

81,3000.9973.1 

70,9000.9966.5県営きたまちアパート３号

102,9001.0171.9県営あたごアパート

96,9000.9158.6県営東山住宅

99,8000.9161.5 

109,1000.9170.9 

83,5001.0353.9県営十日町アパート

83,6001.0354.0

84,6001.0355.1

92,7001.0365.6



山　　形　　県　　公　　報 第1705号平成18年１月６日（金曜日）

6

92,9001.0365.7

36,7000.9149.5県営通町アパート１号

30,7000.9049.6県営通町アパート２号

30,7000.9049.6県営通町アパート３号

92,5000.9560.3県営太田町アパート１号

109,2000.9574.0 

92,5000.9560.3県営太田町アパート２号

109,2000.9574.0 

91,9000.9560.3県営太田町アパート３号

108,5000.9574.0 

91,9000.9560.3県営太田町アパート４号

108,5000.9574.0 

43,0000.9757.1県営春日アパート１号

44,1000.9758.4 

47,6000.9763.9 

44,2000.9761.0県営春日アパート２号

46,2000.9764.2 

91,9001.0061.5県営春日アパート３号

105,9001.0075.6 

76,1000.9754.7県営中田第１アパート１号

89,7000.9768.2 

76,3000.9755.4県営中田第１アパート２号

90,0000.9768.8 

76,8000.9756.4県営中田第１アパート３号

90,6000.9769.9 

90,1000.9762.1県営中田第１アパート４号

104,1000.9775.4 

90,3000.9762.1県営中田第１アパート５号

104,4000.9775.4 

90,3000.9762.1県営中田第１アパート６号

104,4000.9775.4 

31,3000.9454.6県営中田第２アパート１号

風呂無し31,3000.90

31,6000.9455.7県営中田第２アパート２号

風呂無し31,6000.90

38,2000.9655.7県営玉の木アパート

43,2000.9558.0県営成島アパート１号

48,5000.9561.0県営成島アパート２号

50,6000.9564.2 

52,6001.0568.7県営米沢中央アパート１号

52,6001.0568.7県営米沢中央アパート２号

83,3000.9969.2県営相生アパート１号

88,1000.9972.9県営相生アパート２号

94,2000.9972.9県営相生アパート３号

42,3000.9858.1県営大西町アパート１号

42,3000.9858.1県営大西町アパート２号

60,3001.0274.2県営美原アパート１号

44,7001.0240.5県営美原アパート２号

61,5001.0277.0 
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46,8001.0240.5県営美原アパート３号

64,4001.0277.0 

45,5001.0244.4県営美原アパート４号

63,4001.0279.4 

35,7000.9955.7県営東部アパート１号

風呂無し35,7000.95

35,7000.9955.7県営東部アパート２号

風呂無し35,7000.95

36,9000.9958.0県営東部アパート３号

15,9000.8743.5県営稲生住宅

44,9000.9563.5県営茅原アパート１号

44,9000.9563.5県営茅原住宅

45,1000.9558.4県営茅原アパート２号

48,8000.9563.9 

53,9000.9571.5 

50,9000.9561.0県営茅原アパート３号

53,2000.9564.2 

49,9000.9662.6県営城南アパート１号

50,5000.9664.2 

49,9000.9662.6県営城南アパート２号

50,5000.9664.2 

95,1000.9869.3県営末広アパート１号

95,1000.9869.3県営末広アパート２号

95,1000.9869.3県営末広アパート３号

42,5000.9254.1県営松境アパート１号

45,5000.9254.1県営松境アパート２号

24,4000.9551.2県営川南アパート１号

風呂無し24,4000.91

27,9000.9551.2県営川南アパート２号

32,5000.9554.6県営川南住宅３号

風呂無し32,5000.91

32,5000.9554.6県営川南住宅４号

風呂無し32,5000.91

32,9000.9555.7県営川南アパート５号

29,1000.9648.9県営住吉アパート１号

風呂無し29,1000.92

30,2000.9648.6県営住吉アパート２号

風呂無し30,2000.92

44,0000.9963.5県営こがねアパート１号

44,0000.9963.5県営こがね住宅

42,2000.9958.4県営こがねアパート２号

45,6000.9963.9 

50,3000.9971.5 

46,7000.9961.0県営こがねアパート３号

48,7000.9969.5 

47,6000.9961.0県営東泉アパート１号

49,7000.9964.2 

52,0000.9962.6県営東泉アパート２号

52,5000.9964.2 
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52,2000.9962.6県営東泉アパート３号

52,8000.9964.2 

80,1000.9853.5県営鳥海アパート１号

96,9000.9869.2 

80,2000.9853.5県営鳥海アパート２号

97,0000.9869.2 

103,6000.9854.5県営鳥海アパート３号

104,9000.9856.1 

116,9000.9865.4 

118,2000.9867.0 

122,1000.9870.2 

88,2001.0153.9県営新橋アパート

105,5001.0168.2 

28,9000.9251.2県営三吉町アパート１号

風呂無し28,9000.88

32,6000.9254.6県営三吉町アパート２号

風呂無し32,6000.88

34,7000.9255.7県営三吉町アパート３号

風呂無し34,7000.88

15,8000.9043.5県営金沢住宅

40,9000.9262.8県営若葉東アパート１号

41,3000.9263.5県営若葉東アパート２号

42,4000.9257.1県営若葉東アパート３号

43,4000.9258.4 

46,9000.9263.9 

49,7000.9562.6県営南寒河江アパート１号

50,2000.9564.2 

50,8000.9562.6県営南寒河江アパート２号

51,4000.9564.2 

80,7000.9857.0県営塩水アパート１号

96,2000.9870.7 

80,7000.9857.0県営塩水アパート２号

96,2000.9870.7 

80,7000.9857.0県営塩水アパート３号

96,2000.9870.7 

78,9000.9857.0県営塩水アパート４号

94,1000.9870.7 

78,9000.9857.0県営塩水アパート５号

94,1000.9870.7 

78,9000.9857.0県営塩水アパート６号

94,1000.9870.7 

34,7000.9751.8県営土屋倉アパート１号

風呂無し34,7000.93

34,5000.9751.8県営土屋倉アパート２号

風呂無し34,5000.93

35,3000.9753.7県営土屋倉アパート３号

風呂無し35,3000.93

14,9000.9744.4県営金生アパート

31,9000.9754.6県営鷺ケ袋アパート１号
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風呂無し31,9000.93

35,5000.9755.7県営鷺ケ袋アパート２号

風呂無し35,5000.93

102,3000.9869.4県営長清水アパート１号

102,3000.9869.4県営長清水アパート２号

101,6000.9867.7県営長清水アパート３号

101,6000.9867.7県営長清水アパート４号

101,6000.9867.7県営長清水アパート５号

104,7000.9870.1県営長清水アパート６号

104,7000.9870.1県営長清水アパート７号

106,6000.9870.1県営長清水アパート８号

106,6000.9870.1県営長清水アパート９号

32,8000.9454.6県営楯岡アパート

風呂無し32,8000.90

87,0000.9563.7県営楯岡中町アパート

35,1000.9455.7県営小出アパート１号

風呂無し35,1000.90

36,9000.9458.0県営小出アパート２号

41,0000.9058.4県営成田アパート

44,3000.9063.9 

48,9000.9071.5 

83,3000.9761.4県営屋城町アパート

83,6000.9761.8 

98,0000.9772.2 

73,9000.9855.5県営日光アパート１号

83,4000.9862.9 

75,8000.9855.5県営日光アパート２号

85,3000.9862.9 

78,0000.9855.5県営日光アパート３号

86,8000.9862.9 

80,2000.9855.5県営日光アパート４号

90,2000.9862.9 

83,0000.9855.5県営日光アパート５号

93,4000.9862.9 

92,8000.9963.4県営長岡アパート１号

107,3000.9975.9 

92,8000.9963.4県営長岡アパート２号

107,3000.9975.9 

82,2000.9958.3県営長岡アパート３号

95,8000.9970.6 

82,2000.9958.3県営長岡アパート４号

95,8000.9970.6 

45,3000.9762.8県営交り江アパート１号

45,3000.9762.8県営交り江アパート２号

47,7000.9961.0県営天童駅西アパート１号

49,9000.9964.2 

47,7000.9961.0県営天童駅西アパート２号

49,9000.9964.2 

47,9000.9961.0県営天童駅西アパート３号
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50,0000.9964.2 

56,8001.0266.5県営天童駅南アパート１号

56,8001.0266.5県営天童駅南アパート２号

62,2001.0269.9 

64,7001.0273.1 

97,8001.0066.3県営天童南部アパート１号

101,0001.0070.1 

112,4001.0077.6 

112,6001.0079.9 

101,0001.0070.1県営天童南部アパート２号

112,6001.0079.9 

97,8001.0066.3県営天童南部アパート３号

112,4001.0077.6 

112,6001.0079.9 

98,0001.0070.1県営天童南部アパート４号

109,4001.0079.9 

98,0001.0070.1県営天童南部アパート５号

109,4001.0079.9 

50,3001.0262.6県営東根中央アパート１号

50,8001.0264.2 

50,3001.0262.6県営東根中央アパート２号

51,0001.0264.2 

51,3001.0262.6県営東根中央アパート３号

52,0001.0264.2 

53,8000.9962.6県営尾花沢アパート

54,5000.9964.2 

70,0000.9357.2県営関口アパート１号

78,6000.9368.0 

84,2000.9357.3県営関口アパート２号

94,7000.9368.3 

96,8000.9368.6 

80,9000.9357.3県営関口アパート３号

81,9000.9357.7 

36,1000.9759.3県営桜木アパート１号

36,1000.9759.3県営桜木アパート２号

23,8000.8652.8県営芦沢アパート

52,9000.9662.6県営近江アパート１号

53,5000.9664.2 

64,3000.9664.6県営近江アパート２号

64,3000.9664.6県営近江アパート３号

84,4000.9853.4県営中原アパート１号

103,8000.9869.4 

84,9000.9853.4県営中原アパート２号

104,4000.9869.4 

39,9000.9462.8県営長崎アパート

36,6000.9059.3県営谷地アパート１号

99,5000.9371.1県営谷地アパート２号

40,1000.8559.3県営左沢アパート

42,3000.8959.4県営大石田アパート
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山形県告示第10号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　許可番号

　　平成17年12月12日　　指令最総建第11号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　新庄市大字泉田字往還東151、193－１、637－１、153－１、153－２、635－３

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　新庄市大字鳥越字南沢山神沢2080

　　新庄もがみ農業協同組合　代表理事理事長　安食　賢一

  公安委員会関係  

規　　　　　則

　警備業法施行細則をここに公布する。

　　平成18年１月６日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　鐙　　　谷　　　誠　　　一

62,7000.8950.3県営あけぼのアパート

66,8000.8956.8 

74,0000.8963.7 

79,5000.8970.3 

32,3000.9351.2県営糠野目アパート

風呂無し32,3000.89

49,5000.9262.6県営糠野目第２アパート

50,0000.9264.2 

41,5000.9158.0県営大町アパート

55,5000.8853.3県営舘之北アパート

67,3000.8867.4 

70,1000.8870.7 

36,9000.8358.0県営小国アパート１号

39,6000.8359.4県営小国アパート２号

41,1000.8555.7県営白鷹アパート

平成元年度 竣 工
しゅん

65,2000.8474.1県営宝前町住宅

同67,7000.8477.0 

同 68,4000.8477.8 

平成２年度 竣 工
しゅん

64,0000.8474.1 

同66,5000.8477.0 

同67,1000.8477.8 

103,20000.9474.4県営あらとアパート１号

108,9000.9477.9県営あらとアパート２号

44,6000.9059.4県営飯豊アパート

37,2000.8758.0県営狩川アパート

50,8000.8462.6県営余目アパート

51,5000.8464.2 

40,5000.8859.3県営遊佐アパート
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山形県公安委員会規則第１号

　　　警備業法施行細則

　警備業法施行細則（昭和47年11月県公安委員会規則第４号）の全部を改正する。

　（趣旨）

第１条　この規則は、警備業法施行令（昭和57年政令第308号）、警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号。以

下「施行規則」という。）、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年

国家公安委員会規則第２号。以下「講習規則」という。）及び警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安

委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）に定めるもののほか、警備業法（昭和47年法律117号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（不認定通知書の様式）

第２条　施行規則第６条に規定する通知書の様式は、別記様式第１号のとおりとする。

　（認定証不更新通知書の様式）

第３条　施行規則第10条に規定する通知書の様式は、別記様式第２号のとおりとする。

　（認定の取消しの手続）

第４条　法第８条の規定による認定の取消しは、別記様式第３号の認定取消通知書を交付して行うものとする。

　（認定証返納届出書の様式）

第５条　法第12条第３項に規定する届出書の様式は、別記様式第４号のとおりとする。

　（護身用具の携帯の禁止及び制限）

第６条　警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、次に掲げる護身用具を携帯してはならない。

　(1) 金属製の楯

　(2) 鉄棒その他人の身体に重大な害を加えるおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 ア　警戒棒（長さ60センチメートル以下、直径３センチメートル以下及び重さ320グラム以下の円棒をいう。

以下同じ。）

イ　警戒杖（長さ90センチメートル超130センチメートル以下の円棒（白樫若しくはこれより硬度の低い木材

若しくは強化プラスチックを主たる材質とする直径2.8センチメートル以下のもの又はアルミ合金を主たる

材質とする先筒部分の直径2.8センチメートル以下及び厚さ0.2センチメートル以下の２段式若しくは３段式

のものに限る。）をいう。以下同じ。）

ウ　非金属製の楯（縦50センチメートル以下、横30センチメートル以下及び厚さ1.8センチメートル以下のもの

（楯の正面の像が長辺50センチメートル及び短辺30センチメートルの長方形の内部におさまるものであっ

て、厚さ1.8センチメートル以下のものを含む。）に限る。以下同じ。）

２　前項に定めるもののほか、警備業者及び警備員は、次の各号に掲げる警備業務を行うに当たっては、それぞれ

当該各号に定める護身用具を携帯してはならない。

　(1) 部隊を編成するなど集団の力を用いて行われる警備業務　警戒棒及び警戒杖

　(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務　警戒杖

　　ア　法第２条第５項に規定する機械警備業務（指令業務を除く。）

イ　法第２条第１項第１号に規定する警備業務（機械警備業務及び空港保安警備業務を除き、警察官が現に警

戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。）

　　　(ｱ) 空港

　　　(ｲ) 原子力発電所その他の原子力関係施設

　　　(ｳ) 大使館、領事館その他の外交関係施設

　　　(ｴ) 国会関係施設及び政府関係施設

　　　(ｵ) 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係

施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている

施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の

生活に著しい支障が生じるおそれがあるもの

　　　(ｶ) 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテ

ロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれ

のあるもの 

ウ　法第２条第１項第３号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発

生を警戒し、防止する業務及び運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警

戒し、防止する業務

　(3) 次に掲げる警備業務以外の警備業務　非金属製の楯
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　　ア　前号アからウまでに掲げる警備業務

イ　アに掲げるもののほか、法第２条第１項第１号に規定する警備業務（機械警備業務及び空港保安警備業務

を除き、深夜（午前零時から日の出までをいう。）において行われるものに限る。）

　（受講申込書の添付書類）

第７条　講習規則第４条第２項に規定する書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

とおりとする。

　(1) 講習規則第３条第１号に掲げる者　別記様式第５号の警備業務従事証明書及び履歴書

　(2) 講習規則第３条第２号に掲げる者　１級の検定合格証明書の写し

　(3) 講習規則第３条第３号に掲げる者　２級の検定合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

　(4) 講習規則第３条第４号に掲げる者　警備業務従事証明書、履歴書その他必要な書類

２　前項第１号、第３号及び第４号に掲げる者が警備業務従事証明書を提出することができないことについてやむ

を得ない事情がある場合には、これらの者に該当することを誓約する誓約書（前項第３号に掲げる者にあっては

誓約書及び履歴書）を警備業務従事証明書に代えて提出させるものとする。

３　前項の誓約書の様式は、別記様式第６号のとおりとする。

　（警備員指導教育責任者資格者証の不交付の通知）

第８条　法第22条第４項の規定により、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わないときは、別記様式第７号

の資格者証不交付通知書により通知するものとする。

　（返納命令書の様式）

第９条　施行規則第44条第１項に規定する返納命令書の様式は、警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務

管理者資格者証に係るものは別記様式第８号、検定合格証明書に係るものは別記様式第９号のとおりとする。

　（検定申請書に添付する書面の様式等）

第10条　検定規則第９条第３項第２号に規定する書面の様式は、別記様式第10号のとおりとする。

２　検定規則第９条第４項第１号に規定する書面は、警備業務従事証明書とし、当該証明書には２級の検定合格証

明書の写しを添付するものとする。

３　前項の警備業務従事証明書を提出することができないことについてやむを得ない事情がある場合には、検定規

則第８条第１号に該当することを誓約する誓約書及び履歴書を警備業務従事証明書に代えて提出させるものとす

る。

４　前項の誓約書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

　（検定合格証明書の不交付の通知）

第11条　法第23条第５項において準用する法第22条第４項の規定により、検定合格証明書の交付を行わないとき

は、別記様式第12号の検定合格証明書不交付通知書により通知するものとする。

　（機械警備業務管理者資格者証の不交付の通知）

第12条　法第42条第３項において準用する法第22条第４項の規定により、機械警備業務管理者資格者証の交付を行

わないときは、資格者証不交付通知書により通知するものとする。

　（即応体制の整備基準）

第13条　法第43条に規定する公安委員会規則で定める基準は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報

（へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、近隣に居住す

る当該警備業務対象施設の管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会

が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。）を受信した場合に、その受信の時から25分以内に当該情報に係る

現場に警備員を到着させることができることとする。

　（報告の徴収の手続）

第14条　法第46条の規定により警備業務の状況に関し報告又は資料の提出を求める場合は、別記様式第13号の報

告・資料提出要求書を交付して行うものとする。

　（指示の手続）

第15条　法第48条の規定による指示は、別記様式第14号の指示書を交付して行うものとする。

　（営業の停止等の手続）

第16条　法第49条第１項の規定による警備業務に係る営業の全部又は一部の停止命令は、別記様式第15号の営業停

止命令書を交付して行うものとする。

２　法第49条第２項の規定による営業廃止命令は、別記様式第16号の営業廃止命令書を交付して行うものとする。

　（補則）

第17条　この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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別記

様式第１号（第２条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

不　認　定　通　知　書

　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった警備業の認定については、次の理由により認定をしないの

で、警備業法第５条第３項の規定により通知する。

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県公安

委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができな

くなります。

　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形

県を被告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。なお、この処分に対

して上記の異議申立てをした場合には、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

氏名又は名称

申 請 者

住 所

認 定 し な い 理 由
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様式第２号（第３条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

認　定　証　不　更　新　通　知　書

　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった認定証の有効期間の更新については、次の理由により認定

証の有効期間の更新をしないので、警備業法第７条第３項の規定により通知する。

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県公安

委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができな

くなります。

　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形

県を被告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。なお、この処分に対

して上記の異議申立てをした場合には、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

氏名又は名称

申 請 者

住 所

更 新 を し な い 理 由
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様式第３号（第４条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

認　定　取　消　通　知　書

　警備業法第８条の規定により、次のとおり認定を取り消したので通知する。

　この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形県を被

告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となります。）。た

だし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

認 定 証 の 番 号認 定 年 月 日

認定を取り消した理由
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様式第４号（第５条関係）

認　定　証　返　納　届　出　書

　警備業法第12条第３項の規定により届出をします。

　　　年　　　月　　　日　

　山形県公安委員会　殿

　　

届出者の氏名又は名称及び住所　　　　　　　　　　

印　

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

氏 名 又 は 名 称

名 称

所 在 地

主 た る

営 業 所

名 称

所 在 地

そ の 他 の

営 業 所

認 定 証 の 番号公安委員会認定証を交付した公安委員会の名称

　　　　　年　　　　　月　　　　　日
認 定 証 返 納 事 由 の

発 生 年 月 日

認 定 証 を 返 納 す る

こ と と な っ た 事 由
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様式第５号（第７条、第10条関係）

警　備　業　務　従　事　証　明　書

　住　　所

　氏　　名

　生年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　月　　日までの間（　　　年　　　月間）
　上記の者が、
　　　　　　　　　　年　　　月　　　日から現在までの間（　　　年　　　月間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従事していた
　　　　　　　　　　を内容とする警備業務に　　　　　　ことに、間違いありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従事している

　　　　　年　　　月　　　日

　住所又は主たる営業所の所在地

　氏名又は名称及び代表者の氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　認定証を交付した公安委員会の名称　　　　　　　　　　　　　　　　公安委員会

　認定証の番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

備考　１　不要の文字は抹消すること。

　　　２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第６号（第７条関係）

誓　　　　　約　　　　　書

　私は、次の理由で「警備業務従事証明書」の発行を受けられませんでしたが、別添の履歴書記載のとおり、

□　最近の５年間に警備業務に従事していた期間が通算して３年以上である者

□　２級の検定に合格した後、継続して１年以上警備業務に従事している警備員

であり、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第３条で定められている

受講要件を充足していることを誓約します。

理由　□　所属していた警備業者（　　　　　　　　　　）が、既に廃業している。

　　　□　次の事情による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県公安委員会　殿

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日

備考　１　□は、該当する場合にレ印を付すること。

　　　２　２級に合格している者については、合格証明書の写しも提出すること。

　　　３　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第７号（第８条、第12条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

資　格　者　証　不　交　付　通　知　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警備員指導教育責任者資格者証
　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった　　　　　　　　　　　　　　については、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械警備業務管理者資格者証

　　　
警備業法第22条第４項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の規定により交付を行わないので通知する。
警備業法第42条第３項において準用する同法第22条第４項

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県公安

委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができな

くなります。

　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形

県を被告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。なお、この処分に対

して上記の異議申立てをした場合には、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

本 籍申　
　

請　
　

者

住 所

生 年 月 日氏 名

交 付 を 行 わ な い 理 由
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様式第８号（第９条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

資　格　者　証　返　納　命　令　書

　　　　　第22条第７項
　警備業法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の規定により山形県公安委員会第　　　　　号
　　　　　第42条第３項において準用する同法第22条第７項

　　　　　　　　　　　　　　　　　警備員指導教育責任者資格者証
　　　　　年　　　月　　　日交付の　　　　　　　　　　　　　　　の返納を命ずる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　機械警備業務管理者資格者証

　この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形県を被

告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となります。）。た

だし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

本 籍

生 年 月 日氏 名

返 納 を 命 ず る 理 由
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様式第９号（第９条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

検 定 合 格 証 明 書 返 納 命 令 書

　警備業法第23条第５項において準用する同法第22条第７項の規定により、検定合格証明書の返納を命ず

る。

　この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形県を被

告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となります。）。た

だし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

生 年 月 日氏 名

本 籍

証明書番号区分及び級交 付 年 月 日

返 納 を 命 じ る 理 由
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様式第10号（第10条関係）

警　備　員　所　属　証　明　書

　住　　所

　氏　　名

　生年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　上記の者が、　　　年　　　　月　　　日現在、警備員として下記の営業所に所属していることに、間違

いありません。

記

　営業所の名称

　営業所の所在地

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　住所又は主たる営業所の所在地

　　　　　氏名又は名称及び代表者の氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第11号（第10条関係）

誓　　　　　約　　　　　書

　私は、次の理由で「警備業務従事証明書」の発行を受けられませんでしたが、別添の履歴書記載のとおり、

警備２級検定に合格した後、１年以上　　　　警備業務に従事した者

であり、警備員等の検定等に関する規則第８条第１号でで定められている受講要件を充足していることを誓

約します。

理由　□　所属していた警備業者（　　　　　　　　　　）が、既に廃業している。

　　　□　次の事情による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県公安委員会　殿

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日

備考　１　□は、該当する場合にレ印を付すること。

　　　２　２級に合格している者については、合格証明書の写しも提出すること。

　　　３　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第12号（第11条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

検 定 合 格 証 明 書 不 交 付 通 知 書

　　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった検定合格証明書交付申請については、警備業法第23条第５

項において準用する同法第22条第４項の規定により、交付を行わないので通知する。

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県公安

委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができな

くなります。

　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形

県を被告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。なお、この処分に対

して上記の異議申立てをした場合には、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

本 籍申　
　

請　
　

者

住 所

生 年 月 日氏 名

交 付 を 行 わ な い 理 由
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様式第13号（第14条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　　　　　　　　　　殿

山形県公安委員会　　印　　

報　告　・　 資　料　提　出　要　求　書

　警備業法第46条の規定により下記事項について　　　月　　　日まで報告・資料の提出を求めます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

報 告 事 項

提 出 資 料
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様式第14号（第15条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　住　　　　所

　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　殿

　代表者の氏名

山形県公安委員会　　印　　

指　　　　　示　　　　　書

　警備業法第48条の規定により、次のとおり指示する。

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県公安

委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができな

くなります。

　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形

県を被告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。なお、この処分に対

して上記の異議申立てをした場合には、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

違 反 事 項

指 示 事 項

理 由
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様式第15号（第16条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　住　　　　所

　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　殿

　代表者の氏名

山形県公安委員会　　印　　

営　業　停　止　命　令　書

　警備業法第49条第１項の規定により、次のとおり営業の停止を命ずる。

　この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形県を被

告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となります。）。た

だし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

停 止 の 範 囲

　　　　　年　　　　　月　　　　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　日間）

　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで

停 止 の 期 間

処 分 の 理 由
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様式第16号（第16条関係）

山形公委　第　　　　　号　　

　　　年　　　月　　　日　　

　住　　　　所

　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　殿

　代表者の氏名

山形県公安委員会　　印　　

営　業　廃　止　命　令　書

　警備業法第49条第２項の規定により、次のとおり営業の廃止を命ずる。

　この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県公安

委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすることができな

くなります。

　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、山形

県を被告として提起することができます（訴訟において山形県を代表する者は山形県公安委員会となりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えをすることができなくなります。なお、この処分に対

して上記の異議申立てをした場合には、異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

処 分 の 理 由
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  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第１号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第２号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動

の届出があった。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　政　党

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
17.11.25

村山市楯岡北町二丁目１番12号池 田 勝 治竹 村 俊 一井 沢 あ き お 後 援 会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     

17.11. 4

自由民主党山形県鶴岡

市西田川郡第一支部

自由民主党山形県鶴岡

市第一支部
政 治 団 体 の 名 称

自由民主党山形県鶴岡

市第一支部

同

      11. 7

自由民主党山形県鶴岡

市西田川郡第二支部

自由民主党山形県鶴岡

市第二支部
政 治 団 体 の 名 称

自由民主党山形県鶴岡

市第二支部

同

      11.17

自由民主党温海町支部自由民主党温海支部政 治 団 体 の 名 称

自由民主党温海支部
西田川郡温海町大字早

田丙81
鶴岡市温海甲243－１主たる事務所の所在地

同山形市美畑町５－５山形市松見町９－８主たる事務所の所在地
民主党山形県第１区総

支部

同

     11.24
自由民主党平田町支部自由民主党平田支部政 治 団 体 の 名 称自由民主党平田支部

同木 村 昌 夫和 嶋 未 希会 計 責 任 者
民主党山形県参議院選

挙区第１総支部

同木 村 昌 夫和 嶋 未 希会 計 責 任 者
民主党山形県総支部連

合会
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　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第３号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     

17.11.28

酒田市亀ヶ崎七丁目15

番30号

酒田市亀ヶ崎三丁目17

番37号
主たる事務所の所在地明るい酒田・市民の会

同

      12. 1
縄 野 徳 弘寺 崎 拓 路会 計 責 任 者

山形交通労働組合政治

連盟

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成16.12.20解　　　　散昇政会

平成17.10. 7解　　　　散確かな21世紀をつくる会

同　    10.20解　　　　散寒河江健二後援会

同　    10.31解　　　　散菅原寛後援会

同解　　　　散冨樫金雄後援会

同解　　　　散まちづくり研究会

同　    11. 1解　　　　散鈴木いさむ後援会

同　    11. 3解　　　　散今井英夫後援会

同　    11. 5解　　　　散牧耕三郎を「励ます会」

同　    11.10解　　　　散浅井博之後援会

同解　　　　散阿部正次後援会（やまびこ）

同　    11.13解　　　　散本間義弥を励ます会

同　    11.21解　　　　散後藤たかし後援会

同　    11.25解　　　　散真室川町を明るくする会
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山形県選挙管理委員会告示第４号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昇 政 会政 治 団 体 の 名 称

17. 4.15報告年月日

155,146収入総額

155,146　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

（資金管理団体）単位：円
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山形県選挙管理委員会告示第５号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿部正次後援会

（やまびこ）
政 治 団 体 の 名 称

17. 11.29報告年月日

7,870収入総額

7,870　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

（その他の政治団体）単位：円
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山形県選挙管理委員会告示第６号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昇 政 会政 治 団 体 の 名 称

17. 4.15報告年月日

155,146収入総額

155,146　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

（その他の政治団体）単位：円
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山形県選挙管理委員会告示第７号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成17年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

（資金管理団体）（その他の政治団体）　　　　　　　　　単位：円

冨樫金雄後援会菅原寛後援会
確かな21世紀を

つくる会

まちづくり研究

会
政 治 団 体 の 名 称

17.11. 717.11. 417.10. 717. 11. 4報告年月日

49,00018,08817,88314,777収入総額

49,00018,08817,83314,777　　前年繰越額

0000　　本年収入額

49,00009,1500支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

49,00009,1500　政治活動費

20,000

29,0000

9,150

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

29,000　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　単位：円

今井英夫後援会
牧耕三郎を「励

ます会」
浅井博之後援会

本間義弥を励ま

す会
政 治 団 体 の 名 称

17.11.2217.11.1717.11.1517. 11.14報告年月日

025,9370438,407収入総額

00017,405　　前年繰越額

025,9370421,002　　本年収入額

025,9370438,407支出総額

本年収入の内訳

181,000

325

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

025,9370240,000　寄附（内訳別掲）

25,937240,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

2

2

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

05,63700　経常経費

5,637

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

020,3000438,407　政治活動費

0

20,300

00

438,407

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　単位：円

寒河江健二後援

会

後藤たかし後援

会

阿部正次後援会

（やまびこ）

鈴木いさむ後援

会
政 治 団 体 の 名 称

17.11.2917.11.2917.11.2917. 11.28報告年月日

7,644233,5487,8700収入総額

7,644233,5487,8700　　前年繰越額

0000　　本年収入額

0000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0000　政治活動費

0000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　まちづくり研究会

○資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　菅原　寛　　　　　　　　　　　　　　　　　鶴岡市議会議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本間義弥を励ます会

○寄附の内訳

　（個人分）

　　　単位：円

真室川町を明る

くする会
政 治 団 体 の 名 称

17. 11.29報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1705号平成18年１月６日（金曜日）

39

　寄付者の氏名・名称　　　　　　　　　金　　　　額　　　　　　　住所・所在地

　和田一江　　　　　　　　　　　　　　　　50,000円　　　　　　　東田川郡余目町

　坂本身江子　　　　　　　　　　　　　　　30,000円　　　　　　　東田川郡藤島町

　阿部政子　　　　　　　　　　　　　　　　30,000円　　　　　　　鶴岡市

　本間正弥　　　　　　　　　　　　　　　　50,000円　　　　　　　西田川郡温海町

　五十嵐健子　　　　　　　　　　　　　　　30,000円　　　　　　　鶴岡市

　本間ヨシエ　　　　　　　　　　　　　　　50,000円　　　　　　　鶴岡市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第８号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり届出事項の異

動の届出があった。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第９号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団体

の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成18年１月６日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成17年12月15日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　置賜ひまわり会

　(2) 代表者の氏名

　　　二瓶　　充

内　　　　　　　　　　　容

異 動 事 項公 職 の 種 類
届出をした者の
氏名

旧新

酒田市亀ヶ崎七丁目15

番30号

酒田市亀ヶ崎三丁目17

番37号
主たる事務所の所在地酒 田 市 長阿 部 寿 一

　　指 定 取 消 年 月 日　　　　資 金 管 理 団 体 の 名 称　　公職の候補者の氏名

平成16.12.20昇政会田 岡　 昇

平成17.10.31まちづくり研究会菅 原　 寛
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　(3) 主たる事務所の所在地

　　　南陽市宮内3196番地の１

　(4) 定款に記載された目的

　この法人は、地域の障害者に対して、自立生活支援及び社会復帰支援に関して事業を行い、地域の障害者保

健福祉の向上に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗

面積の合計を同法第３条第１項の基準面積以下とする旨の届出があった。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　鶴岡末広ビル株式会社　鶴岡市末広町７番14号

　　代表取締役　田中　秋人

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　末広ビル

　　鶴岡市末広町７番14号

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面積以下とする日

　　平成17年11月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役

所において平成18年５月６日まで縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヨークタウン成沢

　　山形市成沢西一丁目６番17号

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヨークベニマル　福島県郡山市朝日二丁目18番２号

　　代表取締役　大高　善興

　　大和情報サービス株式会社　東京都台東区上野七丁目14番４号

　　代表取締役　坂倉　正宏

３　変更する事項

　(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　（変更前）

　（変更後）

　(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

　（変更前）　午前８時30分から午後10時15分まで

　（変更後）　午前８時30分から午後11時15分まで

備　　　　　　　　考閉 店 時 刻開 店 時 刻小売業を行う者

午後10時午前９時
株式会社ヨーク

ベニマル

備　　　　　　　　考閉 店 時 刻開 店 時 刻小売業を行う者

午後11時午前９時
株式会社ヨーク

ベニマル
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４　変更年月日

　　平成18年２月１日

５　届出年月日

　　平成17年12月16日

６　その他

　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成18年５月６日までに知事に提出することができ

る。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び庄内総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに酒田市役

所において平成18年５月６日まで縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　酒田亀ヶ崎ショッピングセンター

　　酒田市あきほ町120番１

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　イオン株式会社　千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

　　代表執行役　岡田　元也

　　ホーマック株式会社　北海道札幌市厚別区厚別中央３条二丁目１番41号

　　代表取締役　柴田　憲次

　　株式会社オートバックスセブン　東京都港区三田三丁目13番16号

　　代表取締役　佐野　公一

３　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　（変更前）　

　（変更後）　

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

岡 田 元 也千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イ オ ン 株 式 会 社

前 田 勝 敏北海道札幌市厚別区厚別中央３条二丁目１番41号ホ ー マ ッ ク 株 式 会 社

佐 野 公 一東京都港区三田三丁目13番16号
株式会社　オートバックス

セブン

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

岡 田 元 也千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イ オ ン 株 式 会 社

柴 田　 憲 次北海道札幌市厚別区厚別中央３条二丁目１番41号ホ ー マ ッ ク 株 式 会 社

佐 野 公 一東京都港区三田三丁目13番16号
株式会社　オートバックス

セブン
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　(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　（変更前）

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　 名　　　　　 称　　

岡 田 元 也千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イ オ ン 株 式 会 社

矢 嶋 孝 敏東京都新宿区新宿三丁目28番地16号株式会社　や ま と

伊 藤 秀 樹鶴岡市宝田一丁目４番25号株式会社　清 川 屋

阿 部 黄 紀酒田市新橋二丁目４番地の22株式会社　ま る し ゅ う

盛 田 良 次秋田県秋田市中通一丁目４番４号株式会社　モ リ タ

多 根 幹 雄東京都中央区日本橋室町二丁目４番２号株式会社　三 城

丸 山　 朝東京都新宿区西新宿三丁目20番２号エ ス テ ー ル 株 式 会 社

磯 田 義 弘愛知県渥美郡田原町大字田原字柳町28番地１磯 田 園 製 茶 株 式 会 社

大 谷 勝 彦新潟県新潟市弁天二丁目３番18号株式会社　大 谷

石 田 定 正愛知県名古屋市中村区名駅三丁目26番地８号株式会社　パ レ モ

森 下 眞 二秋田県秋田市千秋明徳町１番56号株式会社　森 長

木 村 和 巨東京都豊島区東池袋三丁目４番３号株式会社　三 貴

小 熊　 順東根市大字東根甲531番地の２株式会社　道 研

曲　 渕　 恵 美 子東京都八王子市暁町一丁目32番13号株式会社　タ ツ ミ ヤ

新 開　 仁秋田県秋田市中通二丁目１番23号株式会社 マツヤエレガンス

宮 下　 晃長野県飯田市座光寺4601番地１株式会社　マ ル タ

野　 口　 禎 一 郎千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１株式会社　ブルー グラス

本 田　 進東京都千代田区神田錦町一丁目１番地ジャスフォート株式会社

前 田 勝 敏北海道札幌市厚別区厚別中央３条二丁目１番41号ホ ー マ ッ ク 株 式 会 社

佐 野 公 一東京都港区三田三丁目13番16号
株式会社　オートバックス

セブン
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　（変更後）

４　変更年月日

　(1) ３の(1)に掲げる事項

　　　平成17年８月21日

　(2) (1)以外の事項

　　　平成17年10月21日

５　届出年月日

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

岡 田 元 也千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イ オ ン 株 式 会 社

矢 嶋 孝 敏東京都新宿区新宿三丁目28番地16号株式会社　や ま と

伊 藤 秀 樹鶴岡市宝田一丁目４番25号株式会社　清 川 屋

赤 松 正 文新庄市沼田町６番11号株式会社　ベ ル

盛 田 良 次秋田県秋田市中通一丁目４番４号株式会社　モ リ タ

多 根 幹 雄東京都中央区銀座二丁目７番17号株式会社　三 城

丸 山　 朝東京都新宿区西新宿三丁目20番２号エ ス テ ー ル 株 式 会 社

尾 川 勝 則鶴岡市大東町22番45号有限会社　尾 川 園

大 谷 勝 彦新潟県新潟市弁天二丁目３番18号株式会社　大 谷

中 本 敏 幸愛知県稲沢市天池五反田町１番地株式会社　パ レ モ

森 下 眞 二秋田県秋田市千秋明徳町１番56号株式会社　森 長

木 村 和 巨東京都豊島区東池袋三丁目４番３号株式会社　三 貴

小 熊　 順東根市大字東根甲531番地の２株式会社　道 研

曲　 渕　 恵 美 子東京都八王子市暁町一丁目32番13号株式会社　タ ツ ミ ヤ

新 開　 仁秋田県秋田市中通二丁目１番23号株式会社 マツヤエレガンス

宮 下　 晃長野県飯田市座光寺4601番地１株式会社　マ ル タ

木 村　 保千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１株式会社　ブル ーグラス

本 田　 進東京都千代田区神田錦町一丁目１番地ジャスフォート株式会社

浅 倉 俊 一福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地株式会社　ダイユーエイト

佐 野 公 一東京都港区三田三丁目13番16号
株式会社　オートバックス

セブン
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　　平成17年12月16日

６　その他

　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成18年５月６日までに知事に提出することができ

る。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関

する変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び置賜総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに米沢市役

所において平成18年５月６日まで縦覧に供する。

　　平成18年１月６日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マンガ倉庫米沢店

　　米沢市成島町三丁目2758番地の１

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　マックスバリュ東北株式会社　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　　代表取締役　反田　悦生

３　変更する事項

　(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　（変更前）

　（変更後）

　(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

　（変更前）　午前９時30分から午後10時30分まで

　（変更後）　午前９時30分から翌日の午前２時30分まで

４　変更年月日

　　平成17年12月21日

５　届出年月日

　　平成17年12月20日

６　その他

　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成18年５月６日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

備　　　　　　　　考閉 店 時 刻開 店 時 刻小売業を行う者

午後10時午前10時
株式会社ニュー

ライフカネタ

備　　　　　　　　考閉 店 時 刻開 店 時 刻小売業を行う者

新たに小売業を行う者翌日の午前２時午前10時株式会社アバン
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　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、県有グレーダの売却について、一般競争入札を

次のとおり行う。

　　平成18年１月６日

山形県村山総合支庁長　　佐　　　藤　　　洋　　　樹

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　山形市鉄砲町二丁目19番68号　山形県村山総合支庁本庁舎603会議室（６階）

　(2) 日　時　平成18年２月２日（木）　午前９時30分

２　入札に付する事項

　(1) 入札に付する物件

　　　グレーダ　小松　G60A5型　初年度登録 平成２年11月

　　　自動車登録番号　山形 00 ま 2709　自動車検査証の有効期限 平成18年11月13日

　(2) 入札に付する物件の仕様等

　　　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 入札方法

　総価により行う。落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する金

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　(2) 建設業者、建設機械賃貸業者、建設業関係協同組合等であって直接自己の事業目的に使用する者又はスク

ラップ業者等であること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市鉄砲町二丁目19番68号　山形県村山総合支庁建設部建設総務課総務係　電話番号 023(621)8183

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金

　入札見積価格の100分の５に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）

第119条各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除する。

　(2) 契約保証金

　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する

場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　山形県財務規則第120条の規定により作成された予定価格以上で最も高額な価格で入札（有効な入札に限る。）

をした者を落札者とする。

８　その他

　(1) この公告による入札の詳細は、入札説明書による。

　(2) この公告による入札に参加を希望する者は、山形県財務規則第125条第6項の競争入札参加資格者名簿に登載

されていない者にあっては同条第１項に規定する競争入札参加資格審査申請書、同名簿に現に登載されている

者にあっては競争入札資格確認申請書を平成18年１月24日（火）までに山形県村山総合支庁建設部建設総務課

経理係へ提出すること。

　(3) 入札に付する物件の説明会の開催日時及び場所

　　　イ　日　時　平成18年１月13日（金）　午後２時から

　　　ロ　場　所　天童市大字荒谷字下川原　村山総合支庁建設部 立谷川車両基地
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